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取組 

項目 

経営資源３「財源」 

推進担当課 
総務部行政経営推進課 

各出資法人所管課 

（２）財務に関する制度等の見直し 

①出資法人の経営改善、自立性拡大およ

び透明性向上 

2030年に向けて目指す県庁の姿 ⅰ ‘持続可能な滋賀’を支える県庁 

１ 具体的な取組内容 
 

 「出資法人の経営改善等に関する県の基本的な考え方」（後掲）に沿って、各出資法人へ適切に関与を行

う。 

 

（１）法人ごとの計画（後掲）に基づく計画的な経営改善等の推進 

 各出資法人へ適切に関与を行うに当たり、出資法人との間で法人ごとの計画を定め、進捗管理を行い、経

営改善等につなげる。 

 

（２）経営評価の実施および公表 

 出資法人の経営状況の把握および各出資法人への適切な関与に資するよう、毎年度、各出資法人につい

て県および出資法人自身による経営評価を行うとともに、その内容を公表する。 
 

２ 目標（令和８年度（2026年度）） 

 

（１）県以外の者からの収入の拡大 

法人全体として令和８年度(2026年度)において令和４年度(2022年度)より拡大 

 

（２）県の財政的リスク（損失補償・債務保証、長期・短期貸付け）の縮小 

法人全体として令和８年度(2026年度)において令和４年度(2022年度)より縮小 

 

３ 取組内容ごとのスケジュール 

 

取組内容 
（R4年度） 

（2022年度） 

R5年度 

（2023年度） 

R6年度 

（2024年度） 

R7年度 

（2025年度） 

R8年度 

（2026年度） 

（１）法人ごとの計画に

基づく計画的な経営改

善等の推進 

     

（２）経営評価の実施お

よび公表 

     

 

 

現行様式 

法人ごとの計画に基づく進捗管理 

評価の実施および公表（毎年度） 

法人ごとの計画に基づく進捗管理 

法人ごとの計画策定 

法人ごとの計画策定 
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出資法人の経営改善等に関する県の基本的な考え方 

 

 

Ⅰ 経営改善等の必要性 

出資法人（県が資本金、基本金、基金その他これらに準ずるものの４分の１以上を出資し、また

は出捐している法人（地方独立行政法人法（平成 15 年法律第 118 号）に基づき設立された法人を

除く。）をいう。以下同じ。）は、県から独立した組織としての効率性や柔軟性、機動性等を活かし

て県の施策目的を効果的に推進する観点から、県がその設立に関わり、これまで必要に応じて人的

あるいは財政的側面から関与を行ってきた。 

 こうした中、出資法人については、平成９年度から数次にわたる見直しに取り組み、改革の成果

を上げてきたところであり、また平成 27 年度以降は、法人の経営改善、自立性拡大および透明性

向上等に取り組んできたところである。 

一方、県は、限られた資源でどのような施策をどの程度実施するかという視点で行政経営を進め

ることが求められており、地域活性化等に資するよう、現場のニーズに即した効率的で効果的な行

政サービスを実現する観点から、不断の改革に取り組まなければならない。 

 また、主として県に財政的リスクのある出資法人において、経営が著しく悪化した場合、県の財

政に影響を及ぼすことも懸念されることからも、効率化や経営健全化等に継続して取り組むことが

求められている。 

公共サービスの一層効果的で効率的な提供を実現する観点および県財政への影響を回避する観

点から、県は、今後も、出資法人によるその特性に応じた経営改善および自立性の拡大に向けて、

適切な関与を行う。また、引き続き出資法人および県による経営評価や適切な情報公開および文書

管理を行い、出資法人の経営状況等の透明性を高める。 

さらに、県は、出資法人を取り巻く状況や業務内容の変化等に応じて、全庁的な視点で出資法人

のあり方にかかる必要な検討を行うとともに、公共的分野における民間活動の担い手としての出資

法人の設立趣旨に鑑み、地域活性化等に資する有意義な活動の展開に向けて必要な検討を出資法人

へ促す。 

 

Ⅱ これからの出資法人のあり方と県の関与について 

 出資法人と県の関与のあり方については、県民にとってより効果的かつ効率的な公共的サービス

の提供という観点から、次のような方向を目指す。 

 

１ 今後の出資法人のあり方 

(1)自立した経営機能の発揮 

出資法人は、行政が担うべき分野の拡大や業務量の増大等に対応して行政を補完、代替、支援

する役割を果たしてきたことから、人的、財政的に県への依存度が大きくなる傾向にあったが、

公益法人制度の抜本的改革を行う公益法人制度改革関連三法が平成 20年に施行されたことを踏

まえ、自主的、主体的な経営が求められるようになっている。 
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そのため、引き続き、県の人的、財政的関与に過度に依存することなく、自らの経営感覚が活

かせる自立した経営体に転換していくことを目指す。 

(2)環境変化に対応しうる経営の確立 

近年の社会経済情勢の変化は著しく、出資法人の運営にも大きな影響を及ぼすようになって

いる。公共的分野における民間活動の担い手として出資法人が継続的に活動を展開していくた

めにも、出資法人自らが社会経済情勢の変化に機敏に対応して事業の見直しを行い、地域の活性

化等に資する有意義な活動を含め、出資法人の目的に沿った多様な活動を自主的かつ効果的に

展開できる経営の実現を目指す。 

(3)透明性の確保 

出資法人は、県組織の外部にあって業務の執行について高い柔軟性を有する反面、その活動内

容等については、県民から見えにくい状況にあることから、財務状況だけでなく、組織や活動の

成果なども含め、実態を県民が容易に把握できるよう、透明性の更なる向上を目指す。 

 

２ 県の関与のあり方 

(1)役割と責任の明確化 

出資法人は、県から独立した事業主体として自らの責任で事業を遂行する法人であり、その経

営責任はもとより経営者に帰するものであるが、県の施策目的を達成するため出資法人の実施

している事業について県が一定の関与を行っている場合は、県と出資法人における責任の所在

が不明確になりやすいことから、県は、人的、財政的関与の縮小を図るとともに、あらかじめ出

資法人との役割分担とそれぞれの責任を明確にする。 

また、県と出資法人の関わりを大きく変える場合においては、多様な意見を踏まえることやよ

り早い段階での情報提供など、県として丁寧なプロセスを踏み説明責任を果たすことが重要で

ある。 

(2)適切かつ効果的な連携協力関係の構築 

県は、出資法人の自主性や主体性を尊重しつつ、出資法人が地域の活性化等に資する有意義な

活動を展開し、効果的に出資法人の目的が達成できるよう、出資法人との連携、協力を図る。 

(3)経営状況の的確な把握 

 県は、出資者として出資法人が抱える課題や県の財政的リスクに対して迅速に対処する必要

があるため、監査、報告徴収その他の手段によりその経営状況を適時的確に把握、評価するとと

もに、県民にもその状況をわかりやすく伝える。 

 

Ⅲ 出資法人の経営改善等の推進 

出資法人が公共的活動の担い手としてその役割を発揮していくためには、健全な財務状況を確保

しつつ、より効果的かつ効率的な活動が展開できるよう出資法人の経営改善や自立性の拡大、透明

性の向上等の不断の改革を推進することが必要である。 

また、主として県に財政的リスクのある出資法人において、出資法人の経営が著しく悪化した場

合、県の財政に影響を及ぼすことも懸念されることからも、出資法人の効率化や経営健全化等に取
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り組むことが必要である。 

このため、県は、出資法人の自主性を尊重しつつ、出資者として次の事項について、出資法人へ

の要請も含めて取り組む。 

 

１ 自主的・自立的経営の推進 

(1)組織体制 

① 出資法人が県から独立した経営機能を発揮するためには、県の人的関与を可能な限り縮小

する必要があることから、出資法人の代表者への知事および副知事の就任については、事業を

円滑に推進していくためやむを得ない場合を除き、原則として廃止する方向で引き続き見直す。

例外的に廃止しない場合においては、知事および副知事が代表者の職責を果たしうるのか、十

分に検討を行うものとする。 

また、県職員の出資法人への派遣については、出資法人の要請に基づき必要最小限の範囲に

とどめることとするほか、県退職職員の役職員への就任についても、出資法人の要請に基づく

ことを基本とするとともに、その透明性の確保に努める。 

さらに、外部から専門性や経験に優れた人材を出資法人の役職員に積極的に登用する取組も

促す。 

② 出資法人の経営状況等の正確な把握を行うためには、財務諸表の適正性の確保が前提とな

ることから、出資法人による財務諸表の作成等に当たり、公認会計士その他の企業会計等に通

じた者による監査、確認、指導または助言を受けることとなるよう取り組む。 

(2) 財政基盤の強化等 

① 出資法人の自主性を高めるためには財政の自立性を高めることが必要不可欠であり、出資

法人の継続的な活動を確保する観点からも、県の補助金や受託事業による財政的関与に過度に

依存しない財務体質を確立することが極めて重要である。 

また、出資法人は県から独立した事業主体であり、その経営は原則として自助努力により行

われるべきであることから、県がやむを得ず補助金等による財政支援を行う場合であっても、

その対象は、性質上当該出資法人の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費、お

よび当該出資法人が能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入のみをもって充てるこ

とが客観的に困難と認められる経費に、限られるものと考えられる。 

このため、公益法人制度改革による税制優遇措置を活用した民間資金の導入や事業収入の確

保等を積極的に推進し、補助金等による県の財政的関与を縮小していくとともに、基本財産等

法人経営の基礎となる財産についても民間資金の積極的な導入により財政基盤の強化が図ら

れるよう取り組む。 

② 出資法人の債務に関する損失補償（道路公社および土地開発公社に対する債務保証を含む。

以下同じ。）は、これを行わないことを原則とする。ただし、他の方策による公的支援では対応

困難であるなど、真に必要やむを得ず行う場合には、損失補償契約の内容、損失補償を行う特

別の理由、対象債務の返済の見通し、損失補償を行っている債務を県が負うことになった場合

の影響等を、議会・県民等に明らかにするものとする。 
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③ 出資法人に対する短期貸付け（同一年度に貸付けと返済の双方が行われる貸付けをいう。）

を反復継続して実施している場合には、当該出資法人が県からの借入れの縮小に取り組むこと

を基本として、早期に改善するよう努めるものとする。 

④ ５に規定する県が積極的な関与を図る出資法人のうち、県が公的支援を行うものについて

財政的・人的支援を継続する場合には、支援を漫然と継続することや、支援の規模が安易に拡

大することがないよう、県の支援の上限や期限、支援を再検討する要件等の取決めについて検

討を行う。 

 

２ 経営見通しと目標を明らかにした経営計画の策定 

出資法人が健全な経営を確保し、自らの目的に沿ってその活動を効果的に展開するとともに、主

として県に財政的リスクのある法人において、県の施策目的を効果的に推進する観点に留意しつつ、

経営が著しく悪化した場合における県財政への影響を回避するためには、将来的なあり方も含め、

中長期的な視点をもって経営に当たることが極めて重要である。 

このため、出資法人において経営全般にわたる中長期的な目標とそのための取組を明らかにした

３年から５年程度の計画を策定するとともに、それをもとに、毎年度、具体的な年度目標を定めて

効果的な経営が行われるよう取り組む。 

 

３ 経営評価の実施 

出資法人が健全な経営を確保しつつより効果的な事業展開を行うとともに、主として県に財政的

リスクのある法人において、県の施策目的を効果的に推進する観点に留意しつつ、経営が著しく悪

化した場合における県財政への影響を回避するためには、経営の状況や活動の成果を適切に把握、

評価し、次の取組に活かしていくマネジメントサイクルを確立することが極めて重要である。 

このため、中長期的な計画や毎年度の目標をもとに、出資法人自らが経営状況や活動状況等につ

いて点検評価し、達成度や課題等を明らかにして改善につなげるため、経営評価を実施するよう取

り組む。 

また、県としても、出資法人の経営状況や活動の実態、点検評価の結果などを適切に把握し、そ

の内容について経営評価において出資者として評価し、必要な対応を行う。 

 

４ 情報公開および文書管理の推進 

県が関与している出資法人については、財政健全化法の施行などを背景として県民の関心も高ま

っていることから、出資法人の活動状況や財務状況のほか、経営評価なども含め、出資法人自らが

インターネットなど様々な媒体を用いて積極的に情報を提供するよう取り組む。 

さらに、適正な文書の作成、保存等は、情報公開制度の目的を全うし、また、公平、公正、効率

的な事務の執行を行う上でも欠くことができないものであることから、適切な文書管理に取り組む。 

また、県としても、出資法人に関与している立場から、その状況を総括的に県民に分かりやすく

情報提供する。 
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５ 県が積極的な関与を図る出資法人 

次に該当する出資法人については、県民ニーズに即して必要な行政サービスを効果的、効率的に

提供する観点および県財政への影響を回避する観点から、出資法人が役割の見直しやその検討、ま

たは財務の健全性確保に向けて取り組むよう、県は、出資法人の特性を踏まえながら、積極的な関

与を図る。 

(1)現在の社会や県民のニーズに十分適合しないもの 

(2)出資法人以外の者により適切に代替されうるもの 

(3)公共性または公益性に乏しいもの、これらが著しく低下したものその他の県が支援を行う政策

的必要性の低いもの 

(4)他の事業手法と比べて費用対効果に乏しいもの 

(5)債務超過であるもの 

(6)県が債務に関する損失補償（道路公社および土地開発公社に対する債務保証を含む。）を行っ

ているもの 

(7)県が短期貸付けを行っているもの 

(8)県が長期貸付けを行っているもの 
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１ びわ湖放送株式会社 【担当部課名：知事公室広報課】  

基本的な考え方 
（現状認識・今後の方向性） 

当法人は、平成24 年度(2012 年度)以降、10 年連続で単年度黒字を達成しているが、地デジ化の際に導入した放送設備の更新に当たり、番組の内製化
や人件費の圧縮といった経営改善努力を行ってもなお資金調達が困難であったことから、同法人の果たしている公共的な役割に鑑み、不足する 8 億円のうち県が
4 億円を上限に増資に応じ、市町や民間事業者とともに支援することとした。国としても、放送ネットワークインフラにかかるコスト負担を軽減し、コンテンツ制作に注
力できる環境を整備していくことを課題として認識し、負担軽減策を検討しているところであり、こうした国の動き等を注視しつつ、テレビ業界を取り巻く環境が変化
していく中で、県政情報や地域情報、防災情報が提供される仕組みが将来にわたって確保されるよう対応していく必要がある。 

具体的な取組内容 
(令和 4年度) 
（2022年度） 

令和 5年度 
（2023年度） 

令和 6年度 
（2024年度） 

令和 7年度 
（2025年度） 

令和 8年度 
（2026年度） 

目 標 

１ 県・市町・民間事業者による支援スキームを実現し、放送

継続に必要な設備の更新を確実に実施する。【出資法人】 

 

 

     

    ○支援スキーム実現に必要な資本金・資本準備金

の増強   

令和５年度(2023 年度)までに8 億円 

 

○「デジタル時代に対応したびわ湖放送(株)の在り

方検討会議」での検討 

  令和12 年度(2030 年度)頃を目途に方向性を

検討 

 

２ 中期経営計画に基づき、収益力の強化を着実に進める。

【出資法人】 

     

３ 国の動向やテレビ業界を取り巻く環境の変化に対応する

ための検討会議を設置し、インターネット放送等といった業

態の変革や合併等の可能性も含め、将来の在り方を検討

する。【県、出資法人】 

     

４ 筆頭株主としてびわ湖放送(株)の経営状況等について定

期的に確認するとともに、その発信力、速達性、信頼性等

を踏まえ、滋賀県広報戦略に基づき、広く県民に情報を伝

えるための主要な媒体として、CM や番組の制作・放送等、

同社を積極的に活用していく。【県】 

 

     

備考  

 

出資金の確保による資本金・
資本準備金の増強 

放送継続に必要な設備の確実な更新 
（～令和12 年度(2030 年度)） 

国の動向やテレビ業界の環境変化に対応した在り方検討 

滋賀県広報戦略に基づく活用の推進 
（CM や番組の制作・放送） 

検討会議 
の設置 

現計画に基づく取組 次期計画に基づく取組 

次期計画 
検討 

次々期計画 
検討 
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２ 滋賀県土地開発公社 【担当部課名：総合企画部企画調整課】  

基本的な考え方 
（現状認識・今後の方向性） 

平成26年(2014年)３月に県が策定した「滋賀県土地開発公社のあり方に関する方針」に基づき、現事業の全てが終了する令和５年度(2023年度)末を
目途として、公社の専門性・機動性・交渉ノウハウの需要や今後の事業量の見通しを踏まえた役割の検証を進めた。 

その結果、地価の下落等により、公社本来の役割である公有地の先行取得の必要性が低下しており、所期の役割を果たしたものと考えられることや、今後安定
的に事業を受託できる見込みが立たないことで公社としての収益確保が難しくなっていくと見込まれることから、関係部局と協議・検討の上、将来的な経営上のリス
クを回避するために、令和６年度(2024 年度)末を目途として公社を解散することとした。 

今後は、令和４年度(2022 年度)末に策定した「公社解散実施計画」に基づき、解散のための法定手続きや解散後に県に帰属する財産の整理、清算手続
き等を公社と協力しつつ着実に進める。 

具体的な取組内容 
(令和 4年度) 
（2022年度） 

令和 5年度 
（2023年度） 

令和 6年度 
（2024年度） 

令和 7年度 
（2025年度） 

令和 8年度 
（2026年度） 

目 標 

１ 公社解散の詳細を定める解散実施計画を策定し、令和

６年度(2024年度)末を目途とする解散を目指して、法定

手続き、計画に基づく解散事務、清算手続き等について着

実に取り組む。 

【県・出資法人】 

 

 

     

    ○土地開発公社の解散 

  令和６年度(2024 年度)末 

 

○清算手続き・清算結了 

  令和７年度(2025 年度)末 

備考 「県による債務保証がある」、「県からの短期貸付けがある」※令和5 年(2023 年)３月時点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施計画に基づく 
解散事務 

解散実施計画 
策定 清算手続き 
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３ 公益財団法人滋賀県国際協会 【担当部課名：総合企画部国際課】  

基本的な考え方 
（現状認識・今後の方向性） 

当法人は、中間支援組織の柔軟性や専門性を生かし、国際交流や国際協力、多文化共生の地域づくりに関する様々な事業に取り組んできたところである。
今後、更なる社会のグローバル化の進展に伴い、国際感覚に優れた人材の育成や、平成 30 年(2018 年)末の出入国管理法改正に伴う外国人労働者の増加
を鑑み、外国人県民等を含む全ての人が最大限に能力を発揮できるよう多文化共生の推進等の事業に引き続き取り組んでいく。また、コロナ禍により収益事業に
おいては厳しい状況にあるが、引き続き財源確保に努め、法人の自立性を高める。 

具体的な取組内容 
(令和 4年度) 
（2022年度） 

令和 5年度 
（2023年度） 

令和 6年度 
（2024年度） 

令和 7年度 
（2025年度） 

令和 8年度 
（2026年度） 

目 標 

１ 第 3 期および第４期中期計画に基づく事業の進捗管理

を行うことにより、計画的な事業の推進に取り組む。【出資

法人】 

 

 

     

    ○令和7年度(2025年度)までに第4期中期計画

の策定  

 

○多文化共生総合相談ワンストップセンター運営 

 相談件数 

令和3 年度(2021 年度) 2,205 件 

 →令和8 年度(2026 年度) 2,425 件 

 

○災害時外国人サポーター数 

 令和3 年度(2021 年度) 128 人 

 →令和8 年度(2026 年度) 153 人 

  

○自主財源比率 

 令和８年度(2026 年度)  6.5%以上 

 

２ 外国人材の円滑な受入れならびに外国人との共生社会

の実現に向けた環境整備に取り組む。【出資法人・県】 

     

３ 県域における災害時外国人支援の役割整理について、

県と国際協会の協定に基づき、市町との連携等、災害時の

外国人対応の体制を整備する。【出資法人・県】 

     

４ 事業の質を確保しつつ、経費を節減し、パスポート写真

撮影事業等の収益事業による自主財源の確保に努める。

【出資法人・県】 

     

備考  

 

 

災害時の支援体制の充実 

多文化共生総合相談ワンストップセンター運営 

市町との協議、市町との災害訓練の実施 

第３期中期計画による進捗管理 

    評価・検討 
第４期中期計画策定 

第４期中期
計画による進
捗管理 

 経費の節減・自主財源の確保 

方策検討 

方策検討 

外国人相談員の資質向上 
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４ 公益財団法人淡海文化振興財団 【担当部課名：総合企画部県民活動生活課】  

基本的な考え方 
（現状認識・今後の方向性） 

当財団は、協働の主体となる NPO や市民活動団体の人材育成、活動助成等の直接的な支援を行うことで、県とともに多様な主体による協働を推進する重
要な役割を担っている。今後も、協働を担うことの出来る NPO 等を育成するためには、長年にわたり蓄積してきた支援の実績、経験を有する財団の存在は不可
欠である。これまでから業務執行体制の見直し等経費の節減を図っているものの、財団の収入の大半を県からの補助が占めている状態であり、遺贈寄附の受け
入れなど独自財源の獲得により、自立性の拡大を図る。 

具体的な取組内容 
(令和 4年度) 
（2022年度） 

令和 5年度 
（2023年度） 

令和 6 年度 
（2024年度） 

令和 7年度 
（2025年度） 

令和 8年度 
（2026年度） 

目 標 

１ 市民活動の成果と価値を可視化、検証し、活

動の改善や資金提供者への説明責任につなげ

る「社会的インパクト評価」等の事業評価につい

て、団体を適切に支援できるよう財団職員の資

質の向上を図り、NPO 等への同評価の普及に

取り組む。【出資法人】 

 

 

     

    ○事業評価について伴走支援する団体数              

令和４年度(2022 年度)１団体 

→令和4 年度～令和8 年度(2022 年度～2026 年度) 

  1 団体×５年 

 

○賛助会員数 

  令和4 年度(2022 年度) 105 先(人・団体)(見込)  

→令和8 年度(2026 年度) 150 先(人・団体) 

 

○寄附 

  令和4 年度(2022 年度) 2,000 千円(見込） 

→令和8 年度(2026 年度) 2,500 千円 

令和 4 年度～令和 8 年度(2022 年度～2026 年度) 

11,300 千円 

 

○地域で活躍する「おうみ未来塾」卒塾生の割合 

令和４年度(2022 年度) 56%(直近３期・見込) 

→令和8 年度(2026 年度) 65%(直近３期) 

 

※上記の目標は、令和元年度(2019年度)に策定された当

法人の中期経営計画に基づく。 

２ ・財団事業の成果の明確化などで、財団およ

び財団事業への理解を得ることにより、賛助

会員数の増加を図る。【出資法人】 

・「未来ファンドおうみ」の安定した運営を目指

し、企業訪問の一層の強化や遺贈寄附への

取組などにより、財源確保の為の寄附増強を

図る。 【出資法人】 

     

３  「おうみ未来塾」について、あり方検討の結

果を踏まえ、令和５年度(2023 年度)から

は、卒塾生アドバイザーを中心とした新しい運

営体制で、卒塾生のネットワークづくりやフィー

ルド開拓を進めながら、新しい「おうみ未来塾」

を目指し、より一層地域で活躍する人材育成

を行う。【出資法人】 

 

 

 

    

4  令和7 年度(2025 年度)から令和11 年度

(2029年度)までの５年間を計画期間とする財

団の次期中期経営計画を令和 6 年度(2024

年度)中に策定する。【出資法人】 

     

備考  

 

NPO 等への事業評価の普及 

賛助会員の募集・拡大 

未来ファンドおうみへの寄附の確保 

現中期経営計画の遂行 

新中期経営計画の推進  現況把握・計画策定 

新アドバイザー体制の確立 

卒塾生のネットワークづくり 

第17 期入塾以降の運営 

卒塾生のフォローアップ 
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５ 公益財団法人びわ湖芸術文化財団【担当部課名：文化スポーツ部文化芸術振興課】  

基本的な考え方 
（現状認識・今後の方向性） 

（公財）びわ湖芸術文化財団には、滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールと滋賀県立文化産業交流会館の南北２施設を文化芸術振興の拠点施設として、その
効率的・効果的な運営を図りながら、これまで財団が培ってきたノウハウやネットワーク等を活かして、２施設の有機的な連携により事業を展開するとともに、多様
な主体と連携・協働し、滋賀県の文化の創造と振興、さらには、文化芸術を通じて本県の活性化に寄与していくことが求められている。 

引き続き、効率的・効果的な事業の実施に努めるとともに、さらに評価を高め、より一層の自主財源の確保に取り組むことにより、法人の自立性を高めていく必
要がある。 

具体的な取組内容 
(令和 4年度) 
（2022年度） 

令和 5年度 
（2023年度） 

令和 6年度 
（2024年度） 

令和 7年度 
（2025年度） 

令和 8年度 
（2026年度） 

目 標 

１ 中期経営計画（令和３年度～令和７年度(2021 年

度～2025 年度)）に基づき、利用料金収入の増収、助

成金、寄附金および協賛金の獲得、特別会員等の加入促

進の取組などにより自主財源率の向上に努める。【出資法

人】 

 

 

     

    ○自主財源比率（令和７年度(2025 年度)） 

びわ湖ホール      38%以上 

文化産業交流会館  26％以上 

 

○ホール稼働率（令和７年度(2025 年度)） 

びわ湖ホール      80%以上 

文化産業交流会館  60％以上 

 

○有料公演入場率（令和７年度(2025 年度)） 

びわ湖ホール      80%以上 

文化産業交流会館  70％以上 

 

○自主事業公演アンケートにおける満足度 

（令和７年度(2025 年度)） 

びわ湖ホール      96%以上 

文化産業交流会館  95％以上 

 

○協働した団体数（令和７年度(2025 年度)） 

270 団体以上 

 

※上記の目標は、令和２年度(2020 年度)に策定

された当法人の中期経営計画に基づく。 

２ ホール稼働率や有料公演入場率の向上に努める。 

【出資法人】 

     

３ 多彩なジャンルの自主事業を実施し、集客に努めるととも

に、高い満足度を維持する。【出資法人】 

     

４ 他団体等との協働・連携により、それぞれのノウハウを活か

した効果的な事業展開を図る。【出資法人】 

     

備考  

 

公演内容の充実・効果的な広報・情報発信 

関係団体・市町ホール等との連携事業の推進 

中期経営計画に基づく取組の実施 次期中期経営

計画に基づく 

取組の実施 

自主事業の充実・貸館利用の増加を図る取組 

次期中期経営

計画に基づく 

取組の実施 

次期中期経営

計画に基づく 

取組の実施 

次期中期経営

計画に基づく 

取組の実施 

次期中期経営計画の策定 
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６ 公益財団法人滋賀県希望が丘文化公園 【担当部課名：文化スポーツ部文化芸術振興課】  

基本的な考え方 
（現状認識・今後の方向性） 

現在、「希望が丘文化公園」のみを管理運営する法人となっている（現在の指定管理期間：令和元年度～令和６年度(2019 年度～2024 年度)）。また、プ
ロパー職員の減少および高齢化が進んでおり、公園の活性化方針の検討と併せて、財団のあり方等の検討を行う。 

具体的な取組内容 
(令和 4年度) 
（2022年度） 

令和 5年度 
（2023年度） 

令和 6年度 
（2024年度） 

令和 7年度 
（2025年度） 

令和 8 年度 
（2026年度） 

目 標 

１ 公園全体の魅力向上を図るために、活性化の検討を行

う。【県】 

 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

○あり方等の検討 

：令和６年度(2024 年度)末 

 

 

 

 

○来園者数（令和６年度(2024 年度)） 

：93 万人 

 

２ 公園の活性化を見据えた財団のあり方等について検討を

行う。【県・出資法人】 

     

３ 新規事業の実施等により、来園者数を拡大し収益の増

加を図る。【出資法人】 

     

備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来園者数拡大に向けた取組の実施 

活性化方針策定のた
めの検討 

活性化方針に基づく取組 

あり方等検討 検討結果を踏まえた対応 

活性化方針
策定 
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7 公益財団法人滋賀県文化財保護協会 【担当部課名：文化スポーツ部文化財保護課】  

基本的な考え方 
（現状認識・今後の方向性） 

当法人は、文化財保護の推進のため、特に県が調査主体である国や県の実施する公共事業に関連する発掘調査業務を中心にその役割を果たしてきたところ
であるが、市町が実施する発掘調査等への支援のほか、市町等と連携して文化財を活用した地域振興に寄与できる事業等の展開にも努めている。引き続き、文
化財を通じた地域への社会貢献を進めるなど、法人の自立性向上を図り、財政基盤の安定に努める。 

具体的な取組内容 
(令和 4年度) 
（2022年度） 

令和 5年度 
（2023年度） 

令和 6年度 
（2024年度） 

令和 7年度 
（2025年度） 

令和 8年度 
（2026年度） 

目 標 

１ 公共事業に関わる埋蔵文化財の発掘調査を効率的に

進め、引き続き財政基盤の安定に努める。また、市町が実

施する発掘調査等を受託することで、発掘調査事業量を

維持し財政基盤の安定に努める。【出資法人】 

 

   開発事業計画を早期に把握し、中長期的な発掘調査

事業量の見通しについて、法人と情報共有し、市町支援を

含む発掘調査の円滑な実施に努める。【県】 

 

 

 

 

     

     

○発掘調査年間受託契約額 

毎年度 455 百万円（税抜）  

 

○文化財の保存修理等事業 

および文化財活用事業に対する資金貸付件数 

毎年度 ４件 

 

 

２ 県内で実施される文化財の保存修理等事業および活用

事業に対する資金貸付事業を実施し、文化財を通じた地

域への社会貢献を進める。【出資法人】 

     

備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画的・効率的な発掘調査事業の実施 

開発事業計画／中長期事業量の見通しの把握 

法人との情報共有 

貸付事業の活用に向けた市町等への広報 
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８ 公益財団法人滋賀県スポーツ協会 【担当部課名：文化スポーツ部スポーツ課】 

基本的な考え方 
（現状認識・今後の方向性） 

当法人は、県内のスポーツ関係団体を統括し本県のスポーツを総合的に推進する役割を果たしてきており、今後も、より一層県民のスポーツ推進に取り組むとと
もに、財政基盤の確立のため、賛助会員数の増加等に取り組むことにより、県の財政的関与の縮小やサービス向上を目指す。 

具体的な取組内容 
(令和 4年度) 
（2022年度） 

令和 5年度 
（2023年度） 

令和 6年度 
（2024年度） 

令和 7年度 
（2025年度） 

令和 8年度 
（2026年度） 

目 標 

１ 「第５次中期経営計画」に基づき、滋賀国スポ・障スポの

成功と創立 100 周年に向けた事業を推進する。また、令

和７年度(2025 年度)には、第３期滋賀県スポーツ推進

計画に基づく事業推進等を骨子とした「第６次中期経営

計画」を策定し、2025 年滋賀国スポ・障スポ大会のレガシ

ーを県民の健康につなげるための事業を推進する。【出資

法人】 

 

 

     

    ○計画的な人材育成と採用を実施し、組織力を高

める取り組みの実施    

 

○指定管理施設事業参加者数 

令和４年度(2022 年度) から毎年6％増 

 

〇指定管理施設利用者数 

令和４年度(2022 年度) から毎年10％増 

 

○賛助会員数 

令和4 年度(2022 年度) 230 会員 

→令和８年度(2026 年度) 250 会員 

 

○施設の安心・安全な管理運営のため、上級体育

施設管理士もしくは障害者スポーツ指導員の資格

取得者 毎年度１名以上 

  令和４年度(2022 年度) 16 名 

  →令和８年度(2026 年度) 20 名 

 

○維持管理経費の削減 

 

〇国民体育大会(国民スポーツ大会)男女総合成績 

躍進期 

（令和4・５年(2022・2023 年)10 位以内 

令和６年(2024 年)3 位以内） 

2025 年 滋賀国スポ 天皇杯獲得 

継続期（令和８年(2026 年)15 位以内） 

２ 指定管理施設での利用促進、賛助会員の拡大等によ

り、自主財源を拡充する。【出資法人】 

     

３ 誰もが安心、快適に利用でき、県民から信頼される施設

運営に努め、研修会や講習会を利用して職員の資質向上

を図り、施設利用者の拡大を図る。【出資法人】 

     

４ 新電力会社等の接続供給を継続し、維持管理経費の削

減に努める。県の CO2ネットゼロの取り組みにより、LED 照

明導入に向けた調査・検討を行う。【県・出資法人】 

     

５ 滋賀県競技力向上対策本部の中核として、競技力向上

推進計画に基づき事業を実施するとともに、国スポ開催後

の競技力向上を継続して推進する。【県・出資法人】 

     

備考  

共生社会の実現に向け、人権研修や障害者スポーツ指導員研修など様々な研修会

等への職員の積極的参加 

新電力会社等の接続供給の継続と LED 照明の検証による新たな施設への導入調

査・検討の実施 

指定管理施設での利用者・事業参加者の拡大 

賛助会員・協賛企業の拡大 

県と法人が共同で選手強化事業や次世代アスリート発掘事業を推進す

るとともに、成年選手の確保・強化・育成を図る。 

競技力向上計

画の推進 

第６次中期経営計画に基

づく各種事業の実施 

第５次中期経営計画に基づき、関係団体や関係

機関との連携に努め、県と緊密な協力体制のもと各

種スポーツ振興事業を実施 

第５次計画の評価と第６次計画の策定 
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９ 公益財団法人滋賀県環境事業公社 【担当部課名：琵琶湖環境部循環社会推進課】  

基本的な考え方 
（現状認識・今後の方向性） 

当法人は、平成20 年度(2008 年度)のクリーンセンター滋賀開業当初から債務超過が続いていたが、経営改善に努めた結果、平成 27 年度(2015 年度)
に解消した。その後に策定した中期経営計画に沿って、安定的な施設運営と適正な埋立管理を行い、法人の経営の安定化に向けた改善に取り組んでいる。令
和５年(2023 年)10 月の受入期間終了を見据えた廃棄物の受入量の確保、埋立容量の適正な管理、処分料金収入の確保を行うとともに、受入期間終了後
も長期にわたって環境保全対策や施設運営を行う必要があることから、センターの効率的な運営や組織体制等について県と公社で十分に検討する。 

具体的な取組内容 
(令和 4年度) 
（2022年度） 

令和 5年度 
（2023年度） 

令和 6年度 
（2024年度） 

令和 7年度 
（2025年度） 

令和 8年度 
（2026年度） 

目 標 

１ 埋立容量の適正管理に取り組む。【出資法人】      ○各経営指標の達成 

令和４年度(2022 年度) 

   経常収支 黒字 

   自己資本率 50％以上 

   県への財政依存度 前年度より減少 

※上記の目標は、令和３年度(2021 年度)に策定

された当法人の中期経営計画に基づく。 

○廃棄物の搬入量、適正な質の確保 

令和５年度(2023 年度) 

 

○安全・安心な環境保全対策の実施 

 令和8 年度(2026 年度) 

 

○借地の返還に向けた取組の推進 

 令和８年度(2026 年度) 

 

○受入終了後の適切な維持管理の実施 

令和８年度(2023 年度) 

○維持管理積立金の確保 19.4 億円 

令和5 年度(2023 年度) 

 

○県としては、受入期間終了に伴う、埋立処分場地

の返還を見据え、大切な資産を最後まで有効活

用し、住民の安心のもと維持管理を進めるよう、管

理運営面および資金面の支援を行う。 

２ 地元住民が安全・安心に暮らせる環境保全対策を行う。

【出資法人】 

     

３ 借地の返還に向けて取り組む。【出資法人】      

４ 受入期間終了後のクリーンセンター滋賀の効率的な運営

について検討等を行う。【出資法人】 

     

５ 「クリーンセンター滋賀の管理運営に係る基本方針」（令

和３年(2021 年)10 月策定）に基づき、管理運営面お

よび資金面の支援を継続する。【県】 

 

     

備考 「法人の代表者に知事が就任している」 ※令和5 年(2023 年)３月時点 

樹種、植樹方法の検討 

廃棄物受入に関連する施設の撤去 管理棟等の撤去 

植樹および状況の管理 

臭気対策の検討、工事、維持管理 ・ 適切な水処理の実施 

維持管理積立金の確保 

施設維持管理方法の検討、実施 ・ 組織体制の検討 

搬入量の確保 ・ 適正な埋立 

基本方針に基づく公社への支援 
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10 一般社団法人滋賀県造林公社 【担当部課名：琵琶湖環境部森林政策課】  

基本的な考え方 
（現状認識・今後の方向性） 

当法人は、経営理念「琵琶湖と淀川を守りつつ地域の木材生産の核となる公社林づくり」を基に、公益的機能の持続的発揮と伐採収益の確保の両立を目指
して分収造林事業を実施している。引き続き、公益的機能の持続的発揮に配慮した伐採および分収造林契約の変更等を推進し経営改善に努める。また、社会
経済情勢および公社の経営・財務状況ならびに CO2 の吸収・固定化など森林に求められる社会的なニーズを見据えながら、次期中期経営改善計画期間におけ
る公社が果たすべき役割や取組方針等について検討する。 

具体的な取組内容 
(令和 4年度) 
（2022年度） 

令和 5年度 
（2023年度） 

令和 6年度 
（2024年度） 

令和 7年度 
（2025年度） 

令和 8年度 
（2026年度） 

目 標 

１ 水源かん養機能等の公益的機能の持続的発揮に配慮

した伐採を行いつつ、木材の安定供給および伐採収益の

確保を図る。【出資法人】 

 

 

     

    ○木材生産量（分収造林事業） 

 令和4 年度(2022 年度) 6,600 ㎥／年 

 →令和７年度(2025 年度) 9,100 ㎥／年 

 

○伐採収益（分収造林事業） 

 令和４年度(2022 年度) 17 百万円／年 

 →令和７年度(2025 年度) 31 百万円／年 

 

○分収造林契約における分収割合の変更 

 令和４年度から令和７年度(2022 年度から

2025 年度)まで、毎年度150ha 実施 

 

○次期（第４期）中期経営改善計画の策定 

令和７年度(2025 年度)策定 

 

※上記の目標は、令和２年度(2020 年度)に策定

された当法人の中期経営改善計画に基づく。 

 

○公社造林のあり方の検討 

 令和６年度(2024 年度)公社造林のあり方の検

討、取りまとめ 

２ 分収造林契約の変更について、引き続き粘り強く取り組

み、伐採計画への影響を最小限にとどめる。【出資法人】 

     

３ 次期（第4 期）中期経営改善計画を策定する。【出資

法人】 

     

４ 社会経済情勢や公社の経営状況等を踏まえながら、今

後の公社の役割や取組方針等について検討し、次期中期

経営改善計画の策定に向けた指導・助言を行う。【県】 

     

備考 「県からの長期貸付けがある」、「法人の代表者に知事が就任している」 ※令和5 年(2023 年)３月時点 

 

 

 

公益的機能の持続的発揮と伐採収益の確保の両立 

次期中期経営改
善計画の策定 

公社造林の 
あり方の検討 

次期中期経営改
善計画に基づく取
組の実施 

検討結果に基づ
く指導・助言 

契約更改の実施 



43 

 

11 公益財団法人滋賀県緑化推進会 【担当部課名：琵琶湖環境部森林政策課】  

基本的な考え方 
（現状認識・今後の方向性） 

当法人は、出捐金以外には県からの財政的・人的支援を受けることなく健全に運営している。引き続き、「１ 自主・自立性のある経営を維持・継続」、「２ 県
を主とした行政と相互補完または相乗効果を図る一体的な事業実施」、「３ 公益財団法人として透明性の高い経営の推進」の方針に基づき運営を行う。 

具体的な取組内容 
(令和 4年度) 
（2022年度） 

令和 5年度 
（2023年度） 

令和 6年度 
（2024年度） 

令和 7年度 
（2025年度） 

令和 8年度 
（2026年度） 

目 標 

１ 自主・自立性のある経営を維持・継続するために、緑の

少年団等との協働による募金など、積極的な普及・啓発活

動により県民、企業、団体等の緑化意識を高め、緑の募金

の額を拡大する。【出資法人】 

     ○緑の募金額 

令和３年度(2021 年度) 67,394 千円(実績) 

→ 毎年度 60,000 千円 

 

○森・緑づくり活動への支援数 

令和３年度(2021 年度) 94 箇所(実績) 

→ 毎年度 年75 箇所 

 

○ホームページ更新回数 

令和３年度(2021 年度) 月2.2 回(実績) 

→ 毎年度 月2 回 

 

※上記の目標は、平成 30 年度(2018 年度)に策

定された当法人の中期経営計画に基づく。 

 

２ 行政と相互補完または相乗効果を図る一体的な事業実

施を行うために、森・緑づくり等への活動支援を着実に実施

する。【出資法人】 

     

３ 公益財団法人として透明性の高い経営を行うため、情報

公開の一層の推進を図る。【出資法人】 

     

4 次期中期経営計画を策定する。【出資法人】      

備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普及・啓発活動等による緑化意識の向上と募金額の拡大 
普及・啓発活
動等の実施 

森・緑づくり等へ
の活動支援 

市町緑化担当に働きかけを行い、森・緑づくり等への活動支援を
着実に実施 

事業の実施状況や業務・財務等にかかる情報公開の一層の推
進を図る 

情報公開の推
進 

 

次期中期経営
計画の策定 
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12 公益財団法人糸賀一雄記念財団 【担当部課名：健康医療福祉部障害福祉課】  

基本的な考え方 
（現状認識・今後の方向性） 

県の「廃止」という方針に対し、存続を求める多くの声を受けて、平成 23 年度(2011 年度)に財団が「財団のあり方についての報告」を作成、自主的・主体的
な運営をめざすこととなり、県としてもこの方針を尊重し、継続して支援を行っている。財団の第二次中期経営計画（令和 3 年度～令和 7 年度(2021 年度～
2025 年度)、5 年間）で定める普及啓発事業の充実、表彰事業の推進、発信力の強化、共生社会実現のための取組などにより自立した運営ができるよう、県
として必要な指導・助言、支援をしていく。 

具体的な取組内容 
(令和 4年度) 
（2022年度） 

令和 5年度 
（2023年度） 

令和 6年度 
（2024年度） 

令和 7年度 
（2025年度） 

令和 8年度 
（2026年度） 

目 標 

１ 普及啓発の推進【出資法人】 

  ブックレットをはじめとする糸賀思想を普及啓発する資材

や研修プログラムを活用した研修の実施を働きかける。 

 

 

     

    （令和７年度(2025 年度)末の目標） 

〇糸賀一雄記念未来賞応募数   20 件 

 

〇高校生・大学生の研修受講者数 

累計180 人 

〇共生社会ﾌｫｰﾗﾑの新規開催地数 

累計40 都道府県 

〇共生社会ﾌｫｰﾗﾑの新規共催団体数 

累計150 団体 

〇「福祉支援語り部」養成者数 

累計1,000 人 

 

〇個人の賛助会員数  185 人 

〇企業等福祉分野以外団体の賛助会員数 

               40 団体 

 

〇県の出資比率     33.3% 

 

※上記の目標は、令和２年度(2020年度)に策定さ

れた当法人の中期経営計画に基づく。 

２ 表彰事業の推進【出資法人】 

  糸賀一雄記念賞・記念未来賞の授与にふさわしい応募

者の拡大に取り組む。 

     

３ 発信力の強化【出資法人】 

  長寿社会福祉センター内の常設展示の充実、糸賀思想

に共感する団体等との連携強化、財団ホームページ等の

充実を図る。 

     

４ 共生社会実現のための取組の推進【出資法人】 

  糸賀思想を次代につなぐ人づくりに向けた研修事業に取り

組み、共生社会の実現に向けてあらゆる分野との共感と連

携を深める。 

     

５ 自主財源の確保と持続的な経営の確立【出資法人】 

  賛助会員や寄附等の拡大に努め、財政基盤を強化し、

県の出資比率を引き下げる。 

     

備考  

 

ブックレットや研修プログラム等を活用した啓発・ＰＲ 

研修カリキュラムや啓発資材の検討 

ホームページ等によるＰＲの推進 
応募範囲や選考のあり方など社会情勢に合わせた見直し検討 

次期経営計画
に基づく取組の
実施 

関係団体等との連携による展示内容の充実 
県内外の団体等との連携強化による糸賀思想の発信 
財団ホームページの充実や広報誌発行回数増の検討 

共生社会フォーラム研修事業等の実施 
糸賀思想をあらゆる分野の方に共感・浸透させる方策の検討 

ブックレット活用や研修事業を通じた賛助会員、寄附の募集 
 

次期経営計画の策定 

次期経営計画
に基づく取組の
実施 

次期経営計画
に基づく取組の
実施 

次期経営計画
に基づく取組の
実施 

次期経営計画
に基づく取組の
実施 
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13 一般財団法人滋賀県動物保護管理協会 【担当部課名：健康医療福祉部生活衛生課】  

基本的な考え方 
（現状認識・今後の方向性） 

県の動物管理行政を円滑に推進するため、昭和59年(1984年)に県、７市、43町村および社団法人滋賀県獣医師会が設立した協会という性質上、自立
性の発揮は容易ではないが、社会的に注目されている動物愛護業務および県民の安全へ直結する管理業務を適正に実施しつつ、災害時のペット同行避難啓発
等の事業の充実を図るとともに自主財源確保の取組を継続する。 

具体的な取組内容 
(令和 4年度) 
（2022年度） 

令和 5年度 
（2023年度） 

令和 6年度 
（2024年度） 

令和 7年度 
（2025年度） 

令和 8年度 
（2026年度） 

目 標 

１ 協会事業の周知および確実な実施により、賛助会員およ

び寄附金の募集・拡大を図る。【出資法人】 

         ○賛助会費および寄附金 

 平成30年度～令和３年度(2018年度～2021

年度)  780 万円（総額） 

 →令和5年度～令和8年度(2023年度～2026

年度)  840 万円（総額） 

 

○飼い方講習会、ペット防災対策講習会、パネル展

示等開催数 

令和３年度（2021 年度）98 回（実績） 

→令和８年度（2026 年度）110 回 

 

○ホームページアクセス数 

 平成30年度～令和３年度(2018年度～2021

年度) 52,453 件（平均） 

 →令和8 年度(2026 年度) 70,000 件 

 

※上記の目標は、令和４年度(2022 年度)に策定

された当法人の中期経営計画に基づく。 

２ 災害時に飼養者とペットを守る同行避難について、啓発

内容を充実させ、重点的に啓発を行う。【出資法人】 

     

３ 犬・猫の適正飼養、飼育マナー向上および終生飼養につ

いて、オンライン講習などのコンテンツを充実させ、SNS 等を

通じた発信拡大により、広く啓発を行う。【出資法人】 

     

備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

ホームページの充実、動画・SNS 等での情報発信 

協会事業の周知 

賛助会員および寄附金の募集・拡大 

同行避難への取組状況の把握 

講習会、パネル展等開催増加 

オンライン講習等での飼養啓発 
 

講習等啓発内容の検討・見直し 
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14 公益財団法人滋賀県産業支援プラザ 【担当部課名：商工観光労働部商工政策課】  

基本的な考え方 
（現状認識・今後の方向性） 

当法人は、中小企業支援法に基づく県中小企業支援センターとして指定されており、滋賀県産業振興ビジョン 2030 や滋賀県中小企業活性化の推進に関す
る条例等に基づき、県域の中核的支援機関として必要な施策を実施する役割を果たしている。今後とも、めまぐるしく変化する経済・社会環境に対応できるよう、
デジタルトランスフォーメーションの推進や CO2 ネットゼロへ向けた取組、創業・新事業の創出等、県内中小企業等に対して継続的な支援を行っていく。また、自立
した運営を行っていくため、外部資金等の積極的な獲得に努める。 

具体的な取組内容 
(令和 4年度) 
（2022年度） 

令和 5年度 
（2023年度） 

令和 6年度 
（2024年度） 

令和 7年度 
（2025年度） 

令和 8年度 
（2026年度） 

目 標 

１ 第四期中期経営計画（令和２年度(2020 年度)から

令和６年度(2024 年度)）の目標を達成するとともに、経

済情勢やニーズの変化に即した第五期中期経営計画を策

定する。【出資法人】 

 

 

 

 

 

 

     

    ○第四期中期経営計画における目標の達成 

支援により満足した企業割合      95％ 

支援により売上増加した企業割合   20％ 

支援により雇用創出した企業割合   30％ 

支援により事業化達成した割合       50％ 

※令和 7 年度(2025 年度)以降は第五期中期経

営計画による 

 

 

○行政機関や産業支援機関、金融機関、大学、大

企業等様々な機関が参加するネットワークを活用し、

県内中小企業の起業・創業や新事業創出、競争力

強化を支援 

 

 

○プロジェクト応募件数 

年間８件（第四期中期経営計画） 

※令和 7 年度(2025 年度)以降は第五期中期経

営計画による 

○よろず支援拠点 相談件数 6,900 件 

※令和 5 年度(2023 年度)以降は年度毎のよろず

支援拠点実施計画書による 

２ 産学官金とのネットワークを構築し、情報の共有化・連携

を図ることで効率的・効果的な支援に努める。【出資法人】 

 

 

 

 

     

３ 積極的に国等の外部資金や補助金、受託金等を獲得す

るなどにより、県から自立した運営に努める。【出資法人・

県】 

     

備考  

 

 

新たな取組の検討 

支援・申請（毎年度） 

第四期中期経営計画の目標達成 

第五期中期経営
計画の策定 

情報共有・連携、セミナー・ピッチ、企業マッチング等 

新たな連携方策の検討 

第五期中期経営計画に基づく 
取組の実施 

新たな連携方策の構築・実施 

新たな収入確保の取組 
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15 公益財団法人滋賀県陶芸の森 【担当部課名：商工観光労働部モノづくり振興課】  

基本的な考え方 
（現状認識・今後の方向性） 

当法人は、陶器産業の振興と陶芸文化の向上について非常に大きな役割を果たし、より魅力的な事業展開のため助成金の活用や支出の見直しなどに取り組
んできたところである。イベント等の開催もあり一定入園者数は確保できているものの、依然収益確保は厳しい状態にある。引き続き安定的に事業活動を行うた
め、年間の入園者数を一定以上に維持するとともに、観覧者数の増加や管理費の抑制など収益増となる経営改善に向けて取り組んでいく。また施設も 30 年以
上経過しており、今後の施設や財団のあり方についても検討会議を行う。 

具体的な取組内容 
(令和 4年度) 
（2022年度） 

令和 5年度 
（2023年度） 

令和 6年度 
（2024年度） 

令和 7年度 
（2025年度） 

令和 8年度 
（2026年度） 

目 標 

１ 陶芸の森について、既に設立から 30 年以上経過してお

り、施設や財団の今後のあり方について検討会議を開き検

討を行う。【県、出資法人】 

 

 

     

      ○あり方検討会議の開催 

令和５年度から令和6年度(2023年度～2024

年度)の 2 カ年にかけて行う。 

 

 

〇陶芸の森の年間来園者数の増加 

 令和２年度～令和３年度（2020 年度～2021

年度）平均約346,000 人 

→令和７年度(2025 年度)：350,000 人以上 

※令和３年度(2021 年度)に県と当法人で締結し

た基本協定内の管理運営目標、当法人が策定し

た第4 期中期経営計画に基づく。 

※令和8年度(2026年度)以降の目標は、次期中

期経営計画において定める。 

 

 

○次期中期経営計画の策定 

 令和7 年度(2025 年度) 

 

 

２ 魅力ある展覧会の開催や各種イベントの誘致、子どもた

ちの作陶体験事業、適切な公園の維持管理等を実施し、

陶芸の森全体の来園者数の拡大を図る【出資法人】 

       

３ 令和8年度(2026年度)に向けて次期中期経営計画を

策定する。【出資法人】 

       

備考  

 

 

 

 

あり方検討会議の開催 

中期経営計画に基づく取組の実施 

第5 期中期経営計画の策定 

魅力ある展覧会や陶器即売会、イベントや子ど
も・親子向け作陶体験事業の開催等 

第5 期中期
経営計画に
基づく取組の
実施 
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16 パナソニックアソシエイツ滋賀株式会社 【担当部課名：商工観光労働部労働雇用政策課】  

基本的な考え方 
（現状認識・今後の方向性） 

設立以来、出資以外には県から財政的、人的支援を受けることなく運営しており、障害者雇用も概ね維持されていることから、引き続き健全な経営状況を維持
しながら、重度障害者を含む障害者の雇用を継続する。 

具体的な取組内容 
(令和 4年度) 
（2022年度） 

令和 5年度 
（2023年度） 

令和 6年度 
（2024年度） 

令和 7年度 
（2025年度） 

令和 8年度 
（2026年度） 

目 標 

１ 出資法人における重度障害者を含む障害者の多数雇用

を維持する。【出資法人】 

 

 

     

    ○重度障害者を含む障害者の多数雇用の維持。 

36 人（19 人）（令和 4 年(2022 年)4 月 1

日現在） 

  ※かっこ内は重度障害者 

２ 重度障害者雇用モデル事業所として、工場見学や実習

を受け入れるとともに、県および関係機関の行う障害者雇

用促進のための啓発事業等に積極的に協力する。【出資

法人】 

     

備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重度障害者を含む障害者の雇用 

見学や実習の受入れ、障害者雇用促進のための啓発活動等の継続 
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17 公益社団法人びわこビジターズビューロー 【担当部課名：商工観光労働部観光振興局】  

基本的な考え方 
（現状認識・今後の方向性） 

観光は、国内外からの誘客により交流人口を拡大させ、地域の活性化の原動力となることが期待されている中、コロナ禍を経て自然志向や健康志向が高まる
など、観光を取り巻く環境は大きく変化しており、今後は新しい時代に合った滋賀ならではの観光「シガリズム」を指向していく必要がある。 

（公社）びわこビジターズビューローは、本県唯一の県域 DMO（観光地域づくり法人）であり、本県の観光振興を担う中核的組織として、多様な主体と緊
密に連携した効果的な取組による「シガリズム」の推進が求められており、これらの取組を展開する職員の育成や、自主事業の拡充を図るとともに効率的な経営に
努める。 

具体的な取組内容 
(令和 4年度) 
（2022年度） 

令和 5年度 
（2023年度） 

令和 6年度 
（2024年度） 

令和 7年度 
（2025年度） 

令和 8年度 
（2026年度） 

目 標 

１ 会員の確保 

高齢化や後継者問題等で将来的な会員数の減少が予

想される中、新たな分野における会員の開拓を進め、会員

数の維持・増加に取り組み、会費収入の安定を図る。 

【出資法人】 

 

 

     

    ○会員数 

令和３年度(2021 年度)末比５％増 

 

 

２ 人と組織の充実 

計画的かつ実践的な研修を通じて、観光を取り巻く環境

や、観光ニーズの変化に対応できる職員の育成と組織の充

実化を図る。 

【出資法人】 

     ○観光経営に関する専門知識を習得できる研修の

定期的な開催による、観光地域づくりを牽引できる

人材の育成 

  研修修了者等に対する発展・継続的な研修や自

己啓発による能力開発 

３ 自主財源の拡充 

会費収入やアフィリエイト収入、広告収入、売上手数料

収入等の収益事業の強化により自主財源の拡充を図る。 

【出資法人】 

     ○会費収入、広告収入、売上手数料収入等の自

主財源の増        

令和３年度(2021 年度)末比５％増 

 

４ 中期計画の策定 

現行の第３期中期計画「シガリズム宣言!!」を着実に推

進するとともに、本県「シガリズム観光振興ビジョン」アクション

プランと連携しながら次期中期計画を策定する。 

【出資法人】 

     ○令和６年度(2024 年度)までに第４期中期計画

の策定 

備考  

 

 

新規会員の勧誘、既存会員の維持 

計画的な研修の実施、研修内容の随時磨き上げ 

広告収入や売上手数料等の拡充 

新規事業の開拓等の自主財源の確保 

第３期中期計画の推進 

次期計画の策定 

第４期中期計画の推進 
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18 公益財団法人滋賀県農林漁業担い手育成基金 【担当部課名：農政水産部みらいの農業振興課】  

基本的な考え方 
（現状認識・今後の方向性） 

当法人は、農林漁業の担い手の確保・育成と担い手への農地集積を目的に、農林漁業への就業対策や農地中間管理事業を実施している。令和4年(2022
年)5 月の農業経営基盤強化促進法等の法改正に伴い、農地中間管理事業における取扱件数の増加が見込まれるとともに、農地売買等事業に新たに取り組
む必要があることから、関係機関に協力を求めるなど効率的に事業を実施する。 

具体的な取組内容 
(令和 4年度) 
（2022年度） 

令和 5年度 
（2023年度） 

令和 6年度 
（2024年度） 

令和 7年度 
（2025年度） 

令和 8年度 
（2026年度） 

目 標 

１ 中期経営計画の実践・策定【出資法人】 

中期経営計画（令和３年度～令和７年度(2021 年

度～2025 年度)）に基づく事業を効率的に実践し、令和

７年度(2025 年度)に次期計画を策定する。 

 

 

 

 

     

    ○効率的な事業実施による経営収支差額のプラス

維持 

令和４年度～令和８年度(2022年度～2026

年度） 

 

○令和５年度(2023 年度)より農用地利用集積等

促進計画の案の作成業務を全市町に要請する。 

○令和５年(2023 年)にかけて地域窓口のあり方を

検討する。 

 

○農地売買等事業の円滑な実施 

 

 

 

○中期経営計画の目標の達成、かつ次期計画の令

和７年度(2025 年度)末までの策定 

２ 法改正に伴う農地中間管理事業の対応【県・出資法人】 

法改正に伴い農地中間管理事業の取扱件数の増加が

予想される中、市町の協力を得て効果的・効率的な業務

を実施する。また、農地の出し手・受け手とのマッチング業務

が廃止されるに伴い、県農業農村振興事務所等に設置し

ている地域窓口のあり方を検討する。 

 

     

３ 農地売買等事業の実践【出資法人】 

農地中間管理事業における農地売買等事業に新たに

取り組む。実施に当たっては、市町との連携事項・手数料

徴収も含めて検討し、効率的な実施につなげる。 

 

     

４ 中期経営計画の評価・指導【県】 

現在法人が実施している中期経営計画に対し県として

評価を行い、その結果に基づき指導を進める。 

     

備考  

 

 

 

中期経営計画進捗状況の評価・見直し指導 
 

次期計画の策定指導 

次期計画に基づく
評価・指導 

市町との調整 

中期経営計画に基づく事業の実践 
 

農地売買等事業の実施 

次期計画の策定 

事務手続きの検討 

次期計画に基づく
事業の実践 

当期計画の見直し 

農用地利用集積等促進計画案の作成を市町に要請 

地域窓口の検討 

当期計画の見直し指導 
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19 公益財団法人滋賀食肉公社 ／ 20 株式会社滋賀食肉市場 【担当部課名：農政水産部畜産課】 

基本的な考え方 
（現状認識・今後の方向性） 

公益財団法人滋賀食肉公社は、滋賀食肉センターの事業実施主体として施設整備および管理運営等の業務を担い、株式会社滋賀食肉市場は、業務運営
主体として、施設を使用して、と畜解体業務、卸売業務等を行っている。 

滋賀食肉センターは、本県唯一のと畜場、食肉地方卸売市場として、近江牛をはじめとした県内産肉用牛の流通、生産振興のために必要な施設であり、本県
畜産業の振興、安全安心な食肉の安定供給、公衆衛生の向上という公益性を持った役割を果たしている。 

設置運営形態等、センター全体のあり方について抜本的な検討をしなければならない時期を迎えているとの認識のもと、現在、センターの抱える課題を踏まえ
て、「滋賀食肉センターのあり方」についての検討を行っており、今後、関係者との合意形成および見直しを行っていく。 

具体的な取組内容 
(令和 4年度) 
（2022年度） 

令和 5年度 
（2023年度） 

令和 6年度 
（2024年度） 

令和 7年度 
（2025年度） 

令和 8年度 
（2026年度） 

目 標 

１ 滋賀食肉センターのあり方検討 【県、公社、市場】 

滋賀食肉センターの抱える課題を踏まえて、滋賀食肉セ

ンターのあり方について検討する。 

     ○滋賀食肉センターのあり方について関係者との合

意形成、見直し準備、実施。 

 

○次期中期経営計画に基づく取組の実施。【公社、

市場】 

 

○累積欠損金の削減を行う。【公社】 

令和４年度(2022 年度)末 839,678 千円 

→令和８年度(2026 年度)末 634,726 千円 

     （△204,952 千円） 

 

○債務超過額の削減を行う。【市場】 

令和５年度～令和 8 年度(2023 年度～2026

年度)の各年度において、対前年△15％ 

 

○損失補償付債務残高の削減を行う。【公社】 

 令和４年度(2022 年度)末 1,538,379 千円 

→令和８年度(2026 年度)末 1,075,989 千円 

     （△462,390 千円） 

 

２ 次期中期経営計画の策定・取組 【県、公社、市場】 

各法人において次期中期経営計画に基づく経営改善に

取り組む。 

     

備考 

【公社】「県による損失補償がある」、「県からの長期貸付けがある」、「累積欠損金がある」、「法人の代表者に副知事が就任している」  

【市場】「県からの短期貸付けがある」、「県からの長期貸付けがある」、「債務超過である」 

※令和5 年(2023 年)３月時点 

県としての考え方 
とりまとめ 

会議体を設置し関係者等と議論、合意形成 
合意を踏まえた見直し準備、実施 

各法人において 
次期中期経営計画策定 

取組の実施 
外部有識者による経営評価会議の開催、意見聴取 
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21 一般社団法人滋賀県畜産振興協会 【担当部課名：農政水産部畜産課】  

基本的な考え方 
（現状認識・今後の方向性） 

中期経営計画に基づき、県の畜産振興の中核団体として、生産者の基盤強化や畜産経営の維持・改善など社会情勢に対応した事業を県や関係機関と連携
しつつ、より効率的かつ効果的に行う。 

具体的な取組内容 
(令和 4年度) 
（2022年度） 

令和 5年度 
（2023年度） 

令和 6年度 
（2024年度） 

令和 7年度 
（2025年度） 

令和 8年度 
（2026年度） 

目 標 

１ 既存事業の見直し【出資法人・県】 

関係団体と調整のうえ、社会情勢や関係者のニーズに応じ

た事業展開のため、既存事業見直しの検討を行う。 

 

 

     

    ○事業見直しの検討 

  令和６年度(2024 年度)  

 

○次期中期経営計画の策定 

  令和６年度(2024 年度)  ２ 次期中期経営計画の策定【出資法人】 

中長期的な経営計画の策定を行う。 

     

備考  

 

22 公益財団法人滋賀県水産振興協会 【担当部課名：農政水産部水産課】  

基本的な考え方 
（現状認識・今後の方向性） 

当協会は琵琶湖漁業の振興と安定のために水産資源の増殖事業を行っており、ホンモロコではその事業効果が順調な資源回復として認められている。ニゴロブ
ナなど他の水産資源についても期待される役割を果たせるよう、県の第 8 次栽培漁業基本計画および協会の第Ⅲ次中期経営計画に基づき、効果的な増殖事
業を推進する必要がある。事業を計画的に行えるよう、低金利情勢で資産運用による増収が厳しい中、余剰種苗の分譲等により自主財源を確保する。 

具体的な取組内容 
(令和 4年度) 
（2022年度） 

令和 5年度 
（2023年度） 

令和 6年度 
（2024年度） 

令和 7年度 
（2025年度） 

令和 8年度 
（2026年度） 

目 標 

１ 計画に基づく種苗放流の実施【出資法人・県】 

第Ⅲ次中期経営計画および県の栽培漁業基本計画に基

づく種苗放流を行う。 

 

 

     

    ○冬季ニゴロブナ当歳魚（0 歳魚）資源尾数の増

加 

 令和３年度(2021 年度) 317 万尾（実績） 

→令和８年度(2026 年度) 700 万尾 

 

○種苗分譲による収入額の増加 

 令和８年度(2026 年度)において令和４年度

(2022 年度)より増加 

２ 自主財源の確保【出資法人】 

余剰種苗の分譲等により自主財源を確保する。 

     

備考 「法人の代表者に副知事が就任している」 ※令和5 年(2023 年)３月時点 

次期経営計画の策定 

 

中期経営計画に基づく事業の実施 次期経営計画に基づく事業の実施 

見直し検討 

見直し完了 

計画中間見直し 

各種計画に基づく種苗放流・放流効果評価 

余剰種苗の分譲 

計画の見直し 
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23 公益財団法人滋賀県建設技術センター 【担当部課名：土木交通部監理課】  

基本的な考え方 
（現状認識・今後の方向性） 

公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」において、県・市町等の適切な発注関係事務に必要な外部機関の
育成・活用の促進に努めることとされている。また、「橋梁等の近接目視点検」義務化に対して、当法人では、市町からの要請に基づき、橋梁の点検や工事に対す
る技術支援を実施している。このように、県・市町の適正な公共工事の執行、維持管理のための機関として、当法人の役割は増している。また、県、市町等職員
の技術力向上を担う県内唯一の機関であることから、中期経営計画（令和４年(2022 年)3 月策定）に基づき運営の効率化や経費の節減を図りつつ、県・市
町等への業務支援の充実を図り、引き続き自立性のある経営を維持する。 

具体的な取組内容 
(令和 4年度) 
（2022年度） 

令和 5年度 
（2023年度） 

令和 6年度 
（2024年度） 

令和 7年度 
（2025年度） 

令和 8年度 
（2026年度） 

目 標 

１ 県および市町職員の研修受講者の意見を反映させ、研

修の充実を図る。【出資法人】 

 

 

     

    ○技術力向上講座の資格取得支援対象者の拡大  

令和４年度～令和５年度(2022 年度～2023

年度)  市町まで拡大 

令和６年度～令和 7 年度(2024 年度～2025

年度) 民間まで拡大 
 

○積算受託における市町事業の要望に対する重点

採択の割合 

令和３年度(2021 年度)  100%（実績） 

  → 令和 4 年度～令和 8 年度(2022 年度～

2026 年度) 平均 100% 
 

○市町の橋梁点検と修繕工事への積極的な支援 

橋梁点検にかかる基本協定締結市町数 

令和３年度(2021 年度) 18 市町（実績） 

→令和８年度(2026 年度) 19 市町（全市

町） 
 

○システム集約の維持と設備の更新 
 

○ドローンの技能認定証明書取得者 

令和３年度(2021 年度) 2 人（実績） 

→ 令和8 年度(2026 年度) 2 人 
 

○次期中期経営計画の策定  

令和８年度(2026 年度) 

２ 県および市町に対して公共事業の積算・施工管理等の

支援事業を行うとともに、きめ細かい技術支援を通じて市町

職員の技術の向上に努める。 

   また、市町管理橋梁の定期点検の実施を通じて、橋梁

の適正な管理と橋梁修繕工事に対する技術的支援を進め

る。【出資法人】 

     

３ 積算システム集約化事業および工事管理情報システム

事業の安定的運営に努める。 

また、ドローンを活用した災害支援等の実施のほか、さら

なる新技術の導入について検討を行う【出資法人】 

     

４ 採算性を見極めつつインフラ老朽化対策等、時代のニー

ズに即した新たな事業（市町管理橋梁修繕事業に対する

技術支援（修繕記録のデータベース化等））を検討す

る。 

また、令和８年度(2026 年度)に次期中期経営計画を

策定する。【出資法人】 

     

備考  

基礎研修の充実・品質管理および DX に係る研修の充実 
 
 

積算・施工管理等の支援業務の充実 

橋梁点検 
修繕工事への技術支援・施工管理等の支援業務の充実 

 
 

積算システム、工事管理情報システム更新による安定的運営 
 
 

ドローンを活用した災害支援等の実施 

現計画に基づく取り組みの実施・新たな事業の検討 

次期中期経営 
計画の策定 
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24 信楽高原鐵道株式会社 【担当部課名：土木交通部交通戦略課】  

基本的な考え方 
（現状認識・今後の方向性） 

当法人が運営する信楽線は、甲賀地域の通勤、通学をはじめとする住民生活や観光誘客に不可欠な役割を担っている。しかしながら、人口減少、超高齢社会
の到来に伴い、収支均衡が困難となったことから、平成25年度(2013年度)に県、甲賀市と3者で鉄道事業再構築実施計画を国に申請し、令和４年度(2022
年度)まで同計画に基づき、安全・安定運行を確保してきた。信楽線は、滋賀県都市計画基本方針において、甲賀地域の拠点連携型のネットワークを形成、充実
するための交通基軸として位置付けられていることから、今後も運行を継続し、経常利益の確保に向けて、より一層の利用促進や経費節減に取り組んでいく必要が
ある。 

具体的な取組内容 
(令和 4年度) 
（2022年度） 

令和 5年度 
（2023年度） 

令和 6年度 
（2024年度） 

令和 7年度 
（2025年度） 

令和 8年度 
（2026年度） 

目 標 

１ 安全な輸送サービスの確保 

①鉄道用地・施設の取得、保有等 

②施設整備、維持修繕・管理等に要する経費の負担 

【①②甲賀市、②県による甲賀市への補助】 

 

 

     

    ○毎会計年度において経常利益を確保 

 

〇輸送人員・旅客収入 

令和５年度(2023 年度) 

  35 万3 千人 ・ 78,700 千円 

令和６年度(2024 年度) 

  35 万9 千人 ・ 81,600 千円 

令和７年度(2025 年度) 

35 万5 千人 ・ 80,500 千円 

令和８年度(2026 年度) 

35 万1 千人 ・ 79,700 千円 

 

※令和３年度(2021 年度)実績 

  輸送人員  33 万２千人 

旅客収入  67,300 千円 

 

２ 利用促進による収益の拡大と経費節減による持続可能

な経営の実現 

①まちづくり施策と連携した利用促進 

②付帯収入の拡大 

③経営合理化の推進 

【①甲賀市・出資法人、②出資法人、③出資法人】 

 

     

備考 「累積欠損金がある」、「中長期の経営計画が未策定である」 ※令和5 年(2023 年)３月時点 

 

 

 

 

 

 

 

甲賀市地域公共交通 
計画の策定 

計画の中間評価 

鉄道事業再構築実施計画に基づく取組の実施 

整備等の計画の実施 

中期経営計画の策定 

計画に基づく取組の実施 

計画に基づく取組の実施 
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25 滋賀県道路公社 【担当部課名：土木交通部道路整備課】  

基本的な考え方 
（現状認識・今後の方向性） 

当公社は、有料道路等を借入金で建設し、供用後は利用者からの料金で維持管理している。このため、良好な維持管理による安全で快適な有料道路等の
提供と、利用者ニーズに対応したサービスに努めるとともに、料金徴収期間内に建設費を確実に償還していく。 

具体的な取組内容 
(令和 4年度) 
（2022年度） 

令和 5年度 
（2023年度） 

令和 6年度 
（2024年度） 

令和 7年度 
（2025年度） 

令和 8年度 
（2026年度） 

目 標 

１ 琵琶湖大橋有料道路第 6 期事業の着実な実施に取り

組む。【出資法人】 

 

 

     

    ○琵琶湖大橋有料道路第6 期事業 

  事業計画の見直し 令和８年度(2026 年度)末 

 

 

 

 

 

 

○長寿命化計画の見直し 

  琵琶湖大橋  令和８年度(2026 年度)末 

  その他の橋梁  令和6 年度～令和7 年度 

（2024 年度～2025 年度） 

 

 

○大津港駐車場の早期償還の実施 

  早期償還   令和5 年度(2023 年度)末 

 

○次期中期経営計画の策定  

令和5 年度(2023 年度)末 

 

２ 良好な維持管理による安全で快適な有料道路等の提

供に取り組む。【出資法人】 

     

３ 大津港駐車場の早期償還を見据えた経営改善に取り

組む。【出資法人・県】 

     

４ 次期中期経営計画を策定する。【出資法人】      

備考  

 

 

 

 

 

 

早期償還の実施 

次期中期経営計画の策定 

基礎工耐震補強・工事の実施 

4 車線化拡幅（用地の取得促進、工事の推進） 

長寿命化計画の見直し 
（その他の橋梁） 

長寿命化計画に基づく効率的・効果的な修繕の実施 

事業計画の評価・見直し 

基礎工耐震補強・補償調整 

長寿命化計画の見直し 
（琵琶湖大橋） 

次期中期経営計画に基づく取組の実施 
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26 公益財団法人滋賀県暴力団追放推進センター 【担当部課名：警察本部組織犯罪対策課】  

基本的な考え方 
（現状認識・今後の方向性） 

暴力団排除は依然社会にとって、県民の安心できる生活を維持していく上で必要不可欠のものであり、県（警察）と県民との橋渡し的な役割を果たす当セン
ターの役割は重要である。また県の関与の縮小を念頭に「自立性の拡大」に努めているが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響もあり、賛助会費収入は過去５
年減少傾向にあり、当法人が存在する必要性を含めた、知名度を上げる各種施策を引き続き実施していく必要がある。 

具体的な取組内容 
(令和 4年度) 
（2022年度） 

令和 5年度 
（2023年度） 

令和 6年度 
（2024年度） 

令和 7年度 
（2025年度） 

令和 8年度 
（2026年度） 

目 標 

１ ホームページを効率的に活用する。  【出資法人】 

 

 

 

 

 

 

     

    ○ホームページリンク先企業 

   令和４年度(2022 年度) ５社 

     → 令和８年度(2026 年度) 

 25 社（年５社増設） 

 

○ポスター掲示個所 

   令和4 年度(2022 年度)  12 件 

     → 令和8 年度(2026 年度)  25 件 

 

○賛助会員数 

   令和３年度(2021 年度) 240 件 

    → 令和８年度(2026 年度) 

  290 件（年10 件増）  

 

 

２ 出張相談所開設事業の充実に向けて、広報等周知方

法を検討する  【出資法人】 

 

 

 

     

３ 賛助会員拡大に向けて、企業等への講習、不当要求責

任者講習の席において、継続した暴排の必要性を説明し

賛助会員を募る。【出資法人】 

 

 

     

４ 賛助会員の拡大に向けて、会員になることのメリットを増

やす。【出資法人】 

     

備考  

 

相談所開設ポスターの掲示箇所の増設 

リンク先企業の増設 

講習等の機会ごとに暴排の継続した必要性とセンターの資金の必要性を説明
し、賛助会員を募る。 

掲載内容の検討 

効果の検証と改善検討 新たなメリットの考案と試行 

効果の検証と改善検討 


